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ゲノム編集技術応用食品等の食品衛生上の取扱いについて

ゲノム編集技術を利用して得られた食品及び添加物（以下「ゲノム編集技術応

用食品等」という。）の食品衛生上の取扱いについては、薬事・食品衛生審議会

食品衛生分科会新開発食品調査部会において、関係団体の意見を聴きながら検

討が行われ、平成 31 年３月に部会報告書が取りまとめられました。

今般、同報告書を踏まえ、ゲノム編集技術応用食品等の食品衛生上の取扱いに

ついて別添のとおりゲノム編集技術応用食品及び添加物の食品衛生上の取扱要

領を定めたことから、今後は同要領に従い取り扱うこととしますので御了知の

うえ開発者等への指導方よろしくお願いします。


